
工事特記仕様書 

（趣旨） 

第１条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し 

必要な事項を定めるものとする。 

 

（概要） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。 

・工 事 名  狭山市駅加佐志線交差点舗装復旧工事 

・工事箇所  狭山市 沢・入間川 地内 

 

（共通事項） 

第３条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、

次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計書」、「再生資源利用促

進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）により作成し、

施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）につい

て、「再生資源利用実施書」・「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を同システム

により作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を保存する。  

  ○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）  

     ① 500㎥以上の土砂を搬入する工事  

     ② 500ｔ以上の砕石を搬入する工事  

     ③ 200ｔ以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事  

     ④ 最終請負金額１００万円以上の工事  

  ○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）  

     ① 500㎥以上の建設発生土を搬出する工事  

     ② アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で 200ｔ以上搬出 

する工事  

     ③ 最終請負金額１００万円以上の工事  

２ 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあた

り、排出事業者は処理業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画

に添付する。  

   また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処

理委託契約を締結する。  

３ 排出事業者が建設廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）ま

たは電子マニフェストにより管理しなければならない。  

    ア 紙マニフェストの場合は、建設系廃棄物マニフェストＡ票、Ｂ2票、Ｄ票、Ｅ票を監督員に提 

示し、確認を受ける。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。  

    イ 電子マニフェストの場合は、マニフェスト情報登録証明、受渡確認票を監督員に提示し、 



確認を受ける。また、工事検査時には受渡確認票及び一覧表を提示しなければならな 

い。 

 

（再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項） 

第４条 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出

する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土

壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正である

ことについて、法令等に基づき確認しなければならない。 

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の

見やすい場所に掲げなければならない。 

 

（建設発生土の運搬を行う者に対する通知） 

第５条 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「再生資

源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「第４条再生

資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を、委託した搬出者

に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。 

 

（建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等） 

第６条 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、

法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された

事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督

職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。 

 

（建設廃棄物の再資源化等） 

第７条 請負者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３ 

１日法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材（コ

ンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリー

ト）の分別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。 

  なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については設計図書に、再資源化に

ついては、以下の積算条件を設定しているが、費用等については契約締結時に発注者と

受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別

の方法であった場合でも変更の対象としない。 

ただし、工事発注後明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監

督員と協議するものとする。 

 

 

 

 



○再資源化等をする施設の名称及び所在地 

特定建設資材廃棄物の種 施設の名称 所在地 

アスファルト 東亜道路工業(株)・(株)佐藤

渡辺共同企業体 埼玉ア

スコン 

川越市大字下赤坂 1817 

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則とし

て再生資源化施設へ搬出すること。 

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。 

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項については

この限りではない。 

２ 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するもの

とする。 

３ 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第

１８条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に

報告しなければならない。 

  ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 

 また、同条第１項に基づき特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録

を作成し、保存しなければならない。 

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書

を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。 

４ 受注者は、工事の施工に当たっては、平成 14 年 3 月 18 日に策定した「彩の国建設リ

サイクル実施方針」を遵守し、建設資材廃棄物の再生資源化に努め、廃棄物の減量を図

らなければならない。 

 

（再生資源の利用） 

第８条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。 

    資 材 名      規  格      備  考 

再生切込砕石 40mm以下 基礎砕石 

再生密粒度アスコン （13）-50 舗装 

 なお、現場から 40km の範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材

への設計変更の対象とする。 

 

（その他） 

第９条 調達する工事材料は、埼玉県産とするように努めなければならない。 

 



（交通誘導警備員） 

第１０条 本工事施工箇所県道所沢堀兼狭山線は埼玉県公安委員会が認める交通誘導警備

業務に該当する路線であることから、当該路線上での誘導は警備業務ごとに交通誘導警備

員Aを1人以上の体制で配置すること。 

  但し、発注後、明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と

協議するものとする。 

  供用開始直前における交通誘導警備員の配置については、24時間（3交替制）による配

置を2日間計画している。当該内容については、担当監督員と詳細について調整を図るこ

ととする。なお、警察協議等により配置方法等について調整が生じる際にはこれに応じる

こと。 

 

（法定外の労災保険の付保） 

第１１条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

 

（施工にあたっての留意事項） 

第１２条  

 ・本工事期間中に、未供用道路の供用開始を伴うことから、供用開始日に合わせた工程調

整及び現場調整に応じること。 

  ・隣接する場所にて、他工事が存する場合については、担当監督員と共に、工事間での

搬入経路や迂回路等の協議を充分に行うこととし、一般の交通への影響は最小限にと

どめるよう努めること。 

 ・沿道施設（商業施設、飲食店、寺院など）への出入り等に配慮した施工計画とし、やむ

を得ず影響が生じる際は事前に周知を行うこと。 

 

（情報共有システムの活用について） 

第１３条  

 ・受注者が希望する工事については、情報共有システムを活用するものとする。実施に

あたっては「埼玉県建設工事情報共有システム実施要領」に準ずるものとし、疑義が

生じた際には監督員と協議の上、実施方法を決定するものとする。 



特記仕様書 

（舗装版切断時に発生する濁水の処理） 

（趣 旨） 

第１条  この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断

時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。 

 

（適 用） 

第２条  この特記仕様書は、次の工事に適用するものとする。 

・ 工 事 名 狭山市駅加佐志線交差点舗装復旧工事 

・ 工事箇所 狭山市 沢・入間川 地内 

（濁水の処理） 

第３条  受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。 

・ 種類及び処理量：汚泥（油分を含む汚泥）、0.134㎥ 

・ 中間処理施設：狭山市広瀬台地内、大丸商事(株) 

・ 処理方法：中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却又は溶融を含まず） 

２  受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。 

（共通事項） 

第４条  受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁

水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。 

２  受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しな

ければならないものとする。 

３  受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃

棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。 

４  受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において

定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。 

（提出書類等） 

第５条  受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければなら

ないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第４条第２項及び第３項に基づき締結

した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。 

（その他） 

第６条  濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変

更の対象としないものとする。 

２  受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と

協議するものとする。 

３  この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。 
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